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○ 国 土 交 通 告 示 第    号  

道 路 運 送 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 百 八 十 三 号 ） 第 十 一 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ き 、 一 般 乗 用 旅 客 自 動

車 運 送 事 業 標 準 運 送 約 款 等 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。  
令 和 七 年   月    日  

国 土 交 通 大 臣  中 野  洋 昌  

一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 標 準 運 送 約 款 等 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

第 一 条  一 般 乗 用 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 標 準 運 送 約 款 （ 昭 和 四 十 八 年 運 輸 省 告 示 第 三 百 七 十 二 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改

正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後  改  正  前  

  

（ 係 員 の 指 示 ）  

第 二 条  旅 客 は 、 当 社 の 運 転 者 、 特 定 自 動 運 行 保 安 員 （ 旅 客 自 動 車 運 送

事 業 運 輸 規 則 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 特 定 自 動 運 行 保 安 員 を

い う 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他 の 係 員 が 運 送 の 安 全 確 保 の た め に 行 う 職

務 上 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な り ま せ ん 。  

 

（ 応 急 手 当 の 協 力 の 求 め ）  

第 二 条 の 二  当 社 は 、 天 災 そ の 他 の 事 故 に よ り 死 傷 者 の あ る と き は 、 旅

客 に 応 急 手 当 そ の 他 の 必 要 な 措 置 の 協 力 を 求 め る こ と が あ り ま す 。  

 

（ 運 送 の 引 受 け 及 び 継 続 の 拒 絶 ) 

第 四 条  当 社 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 運 送 の 引 受

け 又 は 継 続 を 拒 絶 す る こ と が あ り ま す 。  

（一
）

～ （
五

）

 （ 略 ）  

（六
）

 旅 客 が 乗 務 員 （ 特 定 自 動 運 行 保 安 員 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 旅

客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 行 う 措 置 に 従 わ な い

と き 。  

（七
）

～ （十
二）  （ 略 ）  

 

第 四 条 の 二  （ 略 ）  

２  旅 客 が 当 社 の 禁 煙 車 両 内 で 喫 煙 し 、 又 は 喫 煙 し よ う と し て い る 場

合 、 乗 務 員 は 喫 煙 を 中 止 す る よ う に 求 め る こ と が で き 、 旅 客 が こ の

求 め に 応 じ な い 場 合 に は 、 運 送 の 引 受 け 又 は 継 続 を 拒 絶 す る こ と が

あ り ま す 。  

（ 係 員 の 指 示 ）  

第 二 条  旅 客 は 、 当 社 の 運 転 者 そ の 他 の 係 員 が 運 送 の 安 全 確 保 の た め に

行 う 職 務 上 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な り ま せ ん 。  

 

 

 

 

（ 新 設 ）  

 

 

（ 運 送 の 引 受 け 及 び 継 続 の 拒 絶 ) 

第 四 条  当 社 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、 運 送 の 引 受

け 又 は 継 続 を 拒 絶 す る こ と が あ り ま す 。  

（一
）

～ （
五

）

 （ 略 ）  

（六
）

 旅 客 が 乗 務 員 の 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 運 輸 規 則 の 規 定 に 基 づ い て

行 う 措 置 に 従 わ な い と き 。  

 

（七
）

～ （十
二）  （ 略 ）  

 

第 四 条 の 二  （ 略 ）  

２  旅 客 が 当 社 の 禁 煙 車 両 内 で 喫 煙 し 、 又 は 喫 煙 し よ う と し て い る 場

合 、 運 転 者 は 喫 煙 を 中 止 す る よ う に 求 め る こ と が で き 、 旅 客 が こ の

求 め に 応 じ な い 場 合 に は 、 運 送 の 引 受 け 又 は 継 続 を 拒 絶 す る こ と が

あ り ま す 。  
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第 二 条  一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 標 準 運 送 約 款 （ 昭 和 六 十 二 年 運 輸 省 告 示 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  
次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改

正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後  改  正  前  

  
（係員の指示） 

第２条 旅客及び荷主は、当社及び受託者（道路運送法第35条の規定に

より当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自

動車運送事業者に委託する場合（以下単に「委託する場合」という。

）であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。）の運転者、車

掌、特定自動運行保安員（旅客自動車運送事業運輸規則第15条の２第

１項に規定する特定自動運行保安員をいう。以下同じ。）その他の係

員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従

わなければなりません。 

（係員の指示） 

第２条 旅客及び荷主は、当社及び受託者（道路運送法第35条の規定に

より当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自

動車運送事業者に委託する場合（以下単に「委託する場合」という。

）であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。）の運転者、車

掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務

上の指示に従わなければなりません。 

 

（応急手当の協力の求め） 

第２条の２ 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅

客に応急手当その他の必要な措置の協力を求めることがあります。 

 

（運送の引受け及び継続の拒絶） 

第４条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受

け又は継続を拒絶することがあります。 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 旅客が乗務員（特定自動運行保安員を含む。）の旅客自動車運送

事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき 

⑺～⑿ （略） 

 

 

（新設） 

 

 

（運送の引受け及び継続の拒絶） 

第４条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受

け又は継続を拒絶することがあります。 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行

う措置に従わないとき 

⑺～⑿ （略） 
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第 三 条  一 般 貸 切 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 標 準 運 送 約 款 （ 昭 和 六 十 二 年 運 輸 省 告 示 第 四 十 九 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  
次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規

定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 で 改

正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後  改  正  前  

  
（係員の指示） 

第２条 旅客は、当社の運転者、車掌、特定自動運行保安員（旅客自動

車運送事業運輸規則第15条の２第１項に規定する特定自動運行保安員

をいう。以下同じ。）その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維

持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 

２ （略） 

 

（応急手当の協力の求め） 

第２条の２ 当社は、天災その他の事故により死傷者のあるときは、旅

客に応急手当その他の必要な措置の協力を求めることがあります。 

 

（運送の引受け及び継続の拒絶） 

第４条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受

け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 旅客が乗務員（特定自動運行保安員を含む。以下同じ。）の旅客

自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき 

⑺～⑿ （略） 

（係員の指示） 

第２条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と

車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません

。 

 

２ （略） 

 

 

（新設） 

 

 

（運送の引受け及び継続の拒絶） 

第４条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受

け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。 

⑴～⑸ （略） 

⑹ 旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行

う措置に従わないとき 

 ⑺～⑿ （略） 
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附  則  

こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


